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町会で被災地支援の募金を集めることに

なりました。町会にいる政治家が募金に

応じた場合は、寄附になりますか?こ旬U日寺|ご ?

政治家が、家族や秘書の名義で支払つた

お祝い金は寄附にあたりますか?

他の人の名義であつても、政治家本人の

禁止されている寄附にあたります。

募金に応じた場合も、禁止されている寄

附にあたります。

珀冒ゝ 政治家からの結婚祝いや香典は寄附にあ

冬塁J'たりますか?

地域で開催されるスポーツ大会の賞品を

政治家が提供した場合、寄附にあたりま

すか。
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結婚祝いや香典も禁止されている寄附に

あたります。

(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自

ら出席してその場で行う場合は罰則が適

用されない場合があります。)

趣味の会の会則で、会費は1□ (1,000

円)以上となつている場合、政治家が

2□ (2,000円 )以上支払つたときは、

寄附にあたりますか ?
物品の提供も利益を与えることとなるた

め、禁止されている寄附にあたります。会員として資格を得られる最低限の会費

(この事例では1□)までは寄附ではあり

ませんが、これを超える分は禁止されて

いる寄附にあたります。
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注 :上記事例は、すべて政治家の選挙区内における寄附に関するものであり、禁止されている寄附にあたる場合は、罰則が適用されます。
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